
○　主文
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
○　事実
第一　当事者の求めた裁判
一　請求の趣旨
１　被告が原告に対し昭和四四年四月二八日付でなした
（一）　原告の昭和四〇年分所得税についての決定処分及び重加算税の賦課決定処
分（但し、いずれも裁決による一部取消後のものをいう。）のうち、総所得金額に
ついて金六六一万〇二七三円、重加算税額について金八一万五六〇〇円をそれぞれ
超える部分
（二）　原告の昭和四一年分所得税についての決定処分及び重加算税の賦課決定処
分（但し、いずれも裁決による一部取消後のものをいう。）
はいずれもこれを取消す。
２　訴訟費用は被告の負担とする。
二　請求の趣旨に対する答弁
主文と同旨
第二　当事者の主張
一　請求原因
１　原告は貸金業を営む者であるが、昭和四〇年及び昭和四一年分（以下「本件各
係争年分」という。）所得税について無申告であつたところ、被告は昭和四四年四
月二八日付で原告に対し別表一の（一）のとおりの決定処分及び重加算税の賦課決
定処分をした。原告は同年五月二六日被告に対し異議申立をしたところ、三か月以
内に異議決定がなかつたため、同年八月二七日付で国税不服審判所長に対する審査
請求とみなされたが、同所長は昭和五二年二月二八日付をもつて別表一の（二）の
とおり一部を取消す旨の裁決をなし、右裁決書謄本は同年三月二三日原告に送達さ
れた。
２　しかし、右決定処分及び重加算税の賦課決定処分（いずれも裁決による一部取
消し後のものをいい、前者を「本件決定」、後者を「本件賦課決定」、両者を合わ
せて「本件各処分」ともいう。）は、原告のＡことＢに対する貸付金の収入利息金
額の算定に関し、次のとおりの違法がある。
（一）　原告はＢに対し、貸付金額に日歩二〇銭の割合で計算した利息を加算」だ
元利合計金を期日に返済する約定で、別表九のとおり、昭和三九年一一月二七日か
ら昭和四一年一二月三〇日までの間において二五回にわたり合計三〇一五万円を貸
付け、その回収の手段としてその都度借用証代わりに右元利合計金を手形金額とす
るＢの振出手形及びその他担保的な意味で京都商銀理事長Ｃ、京都観光ホテルまた
は極東開発株式会社等力振出手形を受取り、原告の取引銀行を通して右手形を取立
てに回していた。
（二）　しかし、Ｂは返済資金の都合がつかないため殆どの手形を決済できず、原
告に期日の延期を申入れできたが、原告は、既に手形を取立てに回しており、ま
た、安易な延期申入れを繰り返させないよう牽制する目的で、その際、Ｂの用意し
た端数の金額については一部返済を受けたものとし、残額について新たな弁済期ま
での日歩二〇銭の割合による利息を加算した金額を額面金額とする切替手形を受取
つたうえ、現金をＢの使用人に預けて一応手形を決済させるという方法で、別表一
〇のとおり手形の延期を繰り返した。
なお、別表九、一〇の番号（１９）のＡの手形期日（一〇月一四日）とその第一回
延期約定日（一〇月二八日）には一四日間の、同（１９）のＣの手形期日（一一月
一四日）とその第一回延期約定日（一一月三〇日）には一六日間の、同（１９）の
Ｄの手形期日（一一月二四日）とその第一回延期約定日（一一月三〇日）には六日
間の各ずれがあり、一見右手形は完全に決済されて新規貸付けが行なわれたかの如
き外観を呈しているが、実際はＢにはそのような余箱がなく、当然全額を延期する
が、一時手元資金で繋いでおき、同（１９）のＢまたはＥの手形の延期の際同時に
これを延期したものである。
（三）　右手形延期の繰り返しにより名目上の元利合計金が増大し、昭和四二年一
二月ころには一億一五七六万六〇六〇円の多額に達したが、Ｂが間違いなく決済で
きる手形であるとして担保的な意味で差入れたＣ振出名義の手形が偽造であること
が判明する等して原告がＢに強い不信感を抱くに至り、他方、Ｂの行なつていた事
業も一向に軌道にのる気配がなく、最終的にＢから受取つていた手形はすべて決済



されずに原告の手元に残つた。　
（四）　そこで、原告はＢに対し貸付金の一括返済を強く要求したところ、Ｂは代
理人を立てて日歩二〇銭の利息金の定めと複利計算方法が利息制限法に違反し無効
であると主張するに至り、紛争となつたが、任意に支払われた制限超過利息の超過
部分についてこれを利息の支払としては無効とし、残存元本に充当すべきものとし
た最高裁昭和１一一冗年一一月一八日大法廷判決、これを踏襲した最高裁昭和四〇
年二月九日第三小法廷判決に鑑み、原告は、昭和四三年一月二五日Ｂとの間で制限
超過利息は無効であることを確認して裁判上の和解（即決和解）をなし、これによ
り、原告がＢとの間で本件各係争年分において収受すべき利息金額は、利息制限法
所定の年一五パーセントの割合によることと確定した。
（五）　以上によれば、原告はＢに対する貸付けにおいて現実に利息を収受してい
ないものというべきであるが、仮に利息を収受したものとしても、制限超過利息は
本来的に無効で不当利得として返還義務があること（最高裁昭和四三年一一月一三
日大法廷判決）、貸主たる原告において制限超過利息につき従前の収受関係を変更
し、借主と和解調書で法定利息しか収受しないものとして確認処理した以上、制限
超過利息については所得を構成しないものであること（最高裁昭和四六年一一月九
日第三小法廷判決）からみて、いずれにしても、本件においては制限超過利息につ
いては原告の所得を構成しない。
（六）　そこで、別表九及び一〇に基づき利息制限法所定年一五パーセントの割合
による利息を計算すると、昭和四〇年分が一二七万四九二六円、昭和四一年分が二
八四万〇二五九円となる。但し、別表一〇に基づき延期時の一部返済金を合計する
と、昭和四〇年分が一五一万七六八〇円、昭和四一年分が一八六万二六三二円とな
り、昭和四〇年分については右制限内利息額を上廻ることとなるので、この限りに
おいて現実に利息を収受したものである。
したがつて、Ｂからの利息収入は、昭和四〇年分が一五一万七六八〇円、昭和四一
年分が二八四万〇二五九円となる。
（七）　本件各処分は、原告のＢに対する貸付けについて右収入利息金額を超える
部分についても現実に収受があつたとするもので、その判断には事実の認定を誤つ
た違法が存するばかりでなく、右判断は利息制限法の解釈適用に関する一連の最高
裁判決の趣旨を全く没却し、かつ、租税実質課税の原則に反する違法なものであ
る。
３　前記Ｂからの収入利息金額によれば、原告の昭和四〇年分総所得金額は六六一
万〇二七三円、これに対する重加算税額は八一万五六〇〇円となり、昭和四一年分
については総所得金額は四七三万五九九八円の赤字となるため、重加算税も発生し
ない（別表二の原告主張額参照）。
よつて、昭和四〇年分についての本件各処分中総所得金額及び重加算税額を超える
部分並びに昭和四一年分についての本件各処分は、いずれも取消を免れない。
二　請求原因に対する認否
１　請求原因１の事実は認める。
２　同２の冒頭部分の主張は争う。
同２の（一）の事実のうち、原告がＢに対し、貸付金額に日歩二〇銭の割合による
利息を加算した元利合計金を期日に返済する約定で貸付けを行ない、その回収の手
段としてその都度右元利合計金を手形金額とする手形を受取り、原告の取引銀行を
通じてこれを取立てに回していたこと、別表九の貸付け（但し、同表番号（１
２）、（２３）を除く。）については、それらが原告主張の貸付年月日、貸付金
額、弁済日のとおり貸付けられ、原告がその主張の手形を受取り、これらを原告の
取引銀行を通じて取立てに回していたこと（後述の被告主張にかかる別表三ないし
八の貸付けとの照合関係は別表九の「別表三ないし八との照合」欄記載のとおりで
ある。但し、後述するとおり、被告は手形が銀行で現実に決済された事実を基準と
して所得計算を行なうことを主張するものであつて、別表九の番号（１３）の貸付
けにかかる原告主張の受取手形については、その後、現金の移動を伴わない典型的
な手形の書換えがなされたと認められるので、当該貸付金の返済期日が延期された
ものとして、別表三ないし八には書換えられた手形のみを表示した（別表四順号６
３・６４参照）。）は認めるが、原告のＢに対する貸付が二五回で、その合計金額
が三〇一五万円であること、原告の受取つた手形が借用証代わりに振出されたもの
であることは否認する。
同２の（二）の事実のうち、別表一〇について、原告主張の約定日に、原告主張の
弁済日を支払期日とする原告主張の手形金額の手形を受取つたことは認めるが（被



告主張にかかる別表三ないし八の貸付けとの照合関係は別表一〇の「別表三ないし
八との照合」欄記載のとおりである。なお、現金の移動を伴わない典型的な手形の
書換えがなされたと認められるものについては、前述のとおり。）、これらの手形
が原告主張のような延期手形であることは否認する（後述するように、原告主張の
残金額を貸付金額とする新たな貸付けである。）。
同２の（三）の事実は知らない。
同２の（四）の事実のうち、原告とＢとの間で昭和四三年一月二五日原告主張のよ
うな内容の裁判上の和解が成立したことは認めるが、その余の事実は否認する。
同２の（五）、（六）の主張は争う。
同２の（七）の主張のうち、本件各処分が原告のＢに対する貸付けにおける制限超
過利息についでも、一定の範囲で現実に収受があつたとするものであることは認
め、その余の主張は争う。
３　同３の主張は争う。
三　被告の主張
１　本件各係争年分の総所得金額の計算内容について
原告の本件各係争年分の総所得金額の計算内容及び明細は次のとおりである（別表
二参照）。
（一）　昭和四〇年分
（１）　収入金額（（イ）＋（ロ））　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　四八〇三万五九八六円
（イ）　収入利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　三四〇二万六四四九円
（内訳）Ｂ分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　五九三万六二一四円
その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　一一八〇九万〇二三五円
（ロ）　売　上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　一四〇〇万九五三七円
（２）　売上原価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　一〇九六万二九二五円
（３）　一般経費（（１）×一三％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　六二四万四六七八円
一般経費率については、昭和五一年九月二九日に原告より大阪国税不服審判所長あ
てに提出された「主張の総括について上申」において、「昭和三九年分の一般経費
率等は刑事事件の一、二審判決によるものを援用する」旨の申出があつたので、右
判決で示されでいる一般経費率一三パーセントを適用した。
（４）　特別経費（（イ）＋（ロ））　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　二一五七万二五七六円
（イ）　給　　　　料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　二九万五〇〇〇円
（ロ）　支　払　利　息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　二一二七万七五七六円
（５）　差引事業所得金額（（１）－（２）－（３）－（４））　　　　　　　　
　　　九二五万五八〇七円
（６）　不動産所得金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　一一四万三五九〇円
（７）　雑所得金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　五万五〇〇〇円
（８）　総所得金額（（５）＋（６）＋（７））　　　　　　　　　　　　　　　
　　一〇四五万四三九七円
（三）　昭和四一年分
（１）　収入金額（（イ）＋（ロ））　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　六〇九七万七四四七円
（イ）　収　入　利　息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　三一〇六万一一五七円
（内　訳）　Ｂ　分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　一四二三万九七〇三円
その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



　　一六八二万一四五四円
（ロ）　売　　　　上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　二九九一万六二九〇円
（２）　売　上　原　価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　二五二六万〇一九二円
（３）　一般経費（（１）×一三％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　七九二万七〇六九円
一般経費率については昭和四〇年分に同じ。
（４）　特別経費（（イ）＋（ロ））　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　二三八四万三六四六円
（イ）　給　　　　料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　三〇万三〇〇〇円
（ロ）　支　払　利　息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　二三五四万〇六四六円
（５）　差引事業所得金額（（１）－（２）－（３）－（４））　　　　　　　　
　　　三九四万六五四〇円
（６）　不動産所得金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　八〇万一九七〇円
（７）　譲渡所得金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　四三万三〇〇七円
（８）　総所得金額（（５）＋（６）＋（７））　　　　　　　　　　　　　　　
　　　五一八万一五一七円
２　Ｂからの収入利息について
（一）　現行所得税法上の「所得」及び「収入すべき金額」の概念について
所得税法が課税の対象とする「所得」とは、利得、すなわち取得した経済上の成果
を意味するものであつて、その内容は、基本的には「一定期間内における純資産の
増加をすべて所得とする」いわゆる純資産憎加説に立脚しているものであるが、そ
の純資産の増加の原因については適法な原因に基づくものであると否とを問わない
ところであるから、例えば、テラ銭、利息制限法制限超過利息等不法なものであつ
ても、その所得の発生原因からみた法律的な有効性とは無関係に、経済的・実質的
にみて、納税者がその利得を事実上現実に支配管理し、自己のためこれを享受しう
る可能性の存する限り、課税の対象たる所得を構成するものと解すべきである。
そして、所得の計算上における「収入すべき金額」（所得税法三六条一項（とは、
その年においで収入すべさ金銭・物・権利・経済的利益等のすべてを指し、単に、
既に現実に受入れた収入だけでなく、収入することが確実である利益（取得した債
権等）までも含めて考えた「収入する権利の確定した金額」をいう（昭和二六年基
本通達（一九四））ものと解すべきである。
（二）　利息制限法の制限超過利息の課税上の取扱いについて
（１）　現実に収受された場合
所得税法上の所得の概念は、右に述べたとおり、経済的実質によつで把握すべきで
あり、必ずしもその法律的性質いかんによつて決せられるものでない。したがつ
て、
当事者間において約定の利息として授受され、貸主においても当該制限超過部分が
元本に充当されたものとして処理することなく、依然として従前ぎおりの元本が残
存するものとして取扱つている場合には、制限超過部分の利息をも含めて、現実に
収受された約定の利息の全部が貸主の所得として課税の対象となるものというべき
である。
（２）　未収の場合
制限超過利息が未収である場合には、貸主は、ただ、借主があえて法律の保護を求
めることなく任意の支払を行なうかも知れないことを事実上期待しうるに止まるの
で、これについて収入の蓋然性があるものということはできない。したがつて、未
収利息については、制限利息の範囲内のみを収入すべき金額としで計上し、課税の
対象とするのが妥当であると考えられる。
（三）　原告とＢとの間における貸借取引の実態等について
原告のＢに対する貸付けは、初回が昭和三八年一二月二四日になされ、その利率は
当初日歩二〇銭の約定であつた。その後、昭和三九年一二月一日に至り、原告は同
日付で、原告の妻Ｄ及び原告のもと使用人Ｅの名義で、Ｂとの間に貸付利率日歩二
〇銭（単利計算）とする融資契約を締結し、これに基づいて貸付けを実行した。



右貸付けはいずれもその都度原告からＢに現金を交付して行なわれ、その回収は、
貸付け時にＢが元利合計を手形金額とする約束手形を弁済のため原告に交付すると
いう方法で、後記（五）のとおり反覆継続して行なわれた。そして、右約束手形の
大部分は、原告がその支払期日に、自己の取引銀行である三菱銀行河原町支店に設
けたＦ等架空名義の預金口座等で、所定の取立て手続を経て合法的に決済された。
（四）　手形決済によつて利息が収受されたことについて
本件において、被告は、原告とＢとの間の手形で決済されたものについては、貸付
金利息が収受されたものとして制限超過部分の利息をも含め全部の利息を収入金額
に計上したが、以下に述べるとおり、右手形決済によつて右利息は現実に収受され
たと認められるのであるから、右の計算は正当である。
（１）　前記原告のＢに対する貸付けの形態は、その内容からみていわゆる手形貸
付けであると判断される。
ところで、手形貸付けにかかる手形は、借用証書と同様の役割を果すとともに、担
保としての性質を有し、また、支払方法・支払手段でもある。そして、
手形期日（満期）において手形書換えがなく、手形が決済されたときは、当該手形
にかかるすべての権利関係は消滅する。
しかして、本件貸付けにかかる各手形は、前述したとおり、原告の取引銀行を通し
て取立てに回されて決済され、その後、右各手形金額は右銀行に開設された原告の
普通預金口座へ入金されている。すなわち、本件貸付けは、その貸付けにかかる個
々の手形金額がそれぞれ銀行入金されたことによつて完了した。
したがつて、本件貸付けが完了した以上、当然原告は貸付利息を収受しているもの
というべきである。
（２）　本件貸付けのうち銀行入金した分、すなわち後記（五）で主張する各貸付
けは、各々独立した新規貸付けであり、手形期日においで期日を延期する手形書換
えがなされたのではない。
手形書換えとは、手形期日において、旧手形を回収するか、または、これを債権者
の手元に残したままで（この場合、新手形弁済の際、新手形とともに旧手形は返還
される。）満期日の記載を変更した新手形を振出すことであつて、旧手形を銀行等
第三者機関を通じ完全に決済して新手形を振出すことは、手形書換えの範疇に入ら
ない。そのうえ、本件においては、原告の主張によれば、新手形と旧手形の額面が
異なり、旧手形一通に対し新手形が二通振出されている場合もあるというのであつ
て、この点からみても、新手形の振出しは手形書換えと認められない。
なお、原告は、本件貸付けに対し手形書換えの方法によつて返済期日の延期を行な
おうと思えばその方法を採り得たのであり、それにもかかわらず敢えて旧手形決
済・新規貸付けの方法を自ら選んだのである。そして、原告は、各貸付けをその都
度決済させ、その上で新規貸付けを行なう方法を採ることが、債務者に対する関係
において原告に有利であると判断してその方法を採用したのである。そうであるな
ら、その方法を採用したことによる税務上の不利益も甘受すべきである。
（３）　また、本件貸付けにおいて、原告は、旧手形決済・新手形交付に当り、旧
手形にかかる利息を元本に組み込んで新手形を交付させているため、仮に原告の主
張に従えば、本件貸付利息の計算は利息に利息がつくという複利計算とならざるを
得ない。そうすると、右事実は、とりもなおさず、本件貸付けがそれぞれ独立した
別個の貸付けであつて、手形書換えがなされたものではないことを裏付けるもので
ある。なぜなら、
本件貸付利息の約定が単利計算であつて複利計算でない以上、右利息を元本に組み
入れるという行為をなすには、その前提として、旧手形にかかる貸付金を一旦完全
に清算しなければならないからである。
なお、抽象的に言えば、利息の元本組み入れの特約が存していたり、利息の元本組
入権行使の手続（民法四〇五条）がなされていたならば、右のようなことも可能で
はあるが、本件においてこのようなことがなされた理由について、原告は名目的利
息が増加したに過ぎないと主張するのみであり、むしろ、原告は旧手形にかかる元
本に利息を加えたものを新手形の元本とすることは当然のことであると認識してい
たと認められる。このことは、とりもなおさず、旧手形上の元本及び利息が手形決
済により収受されていたことを示している。
（４）　原告が手形期日または期日の数日前に新手形交付と引換えにＢに交付した
現金は、右のように新たな貸付金であり、原告が主張するように手形書換えの一手
段としてＢに預けたものではない。
なお、Ｂが原告から交付を受けた現金でもつて旧手形を決済したとしでも、それ



は、右現金をＢが運用した一方法に過ぎないのであるから、このことをもつて、直
ちに、右現金が手形書換えのために預けられたものであるということは言えない。
（５）　被告は、前述のように手形が銀行決済された事実に基づき、その時点で制
限超過利息が収受されたものとして収入利息を計上したが、そもそも原告は、本件
貸付け（原告が手形書換えであると主張している新手形にかかる貸付け）に際して
Ｂに対して利息を天引きして貸付けでいる。すなわち、原告は、手形貸付日におい
て利息を天引きしたことによつて、既にその時点で、制限超過利息を現実に収受し
ていたのである（なお、その計算を行なうと、いずれも本件各処分の収入利息金額
を上廻ることになる。）。
（五）　Ｂに対する収入利息及びその明細
本件各係争年分の原告の総所得金額の計算内容のうち、Ｂに対する貸付金収入利息
の計算明細は次のとおりである。
（１）　昭和四〇年分
（イ）　昭和四〇年中に貸付けが行なわれ、同年中にその弁済期の到来したもの
（別表三）
昭和四〇年中に貸付けが行なわれ、同年中にその約束手形の支払期日も到来し、同
時に原告の取引銀行において支払決済が行なわれたものの当年分の収入利息は、
別表三の「（２）支払手形金額」から「（１）貸付金額」を差し引いた四六二万三
八八〇円である。
（ロ）　昭和四〇年中に貸付けが行なわれ、翌年中にその弁済期が到来するもの
（別表四）
昭和四〇年中に貸付けが行なわれ、翌年中にその約束手形の支払期日が到来するも
のの当年分の収入利息は、別表四の「貸付金額」に昭和四〇年中における貸付期間
（別表四の貸付年月日を含め、同日から昭和四〇年一二月三一日までの日数）と利
息制限法一条一項所定の年利率一五パーセント（原告に有利となる最低年利率を適
用）を乗じた三九万四九三四円である。
（ハ）　昭和三九年中に貸付けが行なわれ、昭和四〇年中に弁済期が到来したもの
（別表五）
昭和三九年中に貸付けが行なわれ、昭和四〇年中にその約束手形の支払期日が到来
し、同時に原告の取引銀行において決済が行なわれたものの当年分の収入利息は、
別表五の「（２）支払い手形金額」から「（１）貸付金額」及び「（４）昭和三九
年分に収入金額としで計上した金額」を差し引いた九一万七四〇〇円である。
右昭和三九年分に収入金額として計上した金額は、約定利率日歩二〇銭を経過日数
に按分することとして、次の算式によつて計算した（年利一五パーセントの法定金
利による計算方法に替えて、右の方法を適用すれば、昭和四〇年分の収入利息が少
なくなり、原告に有利になる。一。
（１）　貸付元本×利率（日歩２０銭）＝１日当たり利息
（２）　（手形金額－貸付元本）÷（１）＝利息計算日数
（３）　利息計算日数－（昭和４０年１月１日から手形期日までの日数＋手形取り
たて日数１日）＝昭和３９年分に計上する貸付金利息に対応する利息計算日数　　
（４）　（１）×（３）＝昭和３９年分に収入金額として計上した金額
（ニ）　合計（（イ）＋（ロ）十（ハ））　　　五九三万六二一四円
（２）　昭和四一年１分
（イ）　昭和四一年中に貸付けが行なわれ、同年中にその弁済期の到来したもの
（別表六）
昭和四一年中に貸付けが行なわれ、同年中にその約束手形の支払期日も到来し、同
時に原告の取引銀行において決済が行なわれたものの当年分の収入利息は、別表六
の「（２）支払手形金額」から「（１）貸付金額」を差し引いた六九四万四二二四
円である。
（ロ）　昭和四一年中に貸付けが行なわれ、翌年中にその弁済期が到来するもの
（別表七）
昭和四一年中に貸付けが行なわれ、翌年中にその約束手形の支払期日が到来するも
のの当年分の収入利息は、別表七の「貸付金額」に昭和四一年中における貸付期間
と利息制限法一条一項所定の年利率一五パーセント（最低年利率の適用については
昭和四〇年に同じ。）を乗じた二四七万四一四五円である。
（ハ）　昭和四〇年中に貸付けが行なわれ、昭和四一年中に弁済期が到来したもの
（別表八）
昭和四〇年中に貸付けが行なわれ、昭和四一年中にその約束手形の支払期日が到来



し、同時に原告の取引銀行において決済が行なわれたものの当年分の収入利息は、
別表八の「（２）支払手形金額」から「（１）貸付金額」及び「（４）昭和四〇年
分に収入金額として計上した金額」を差し引いた四八二万一三三四円である。
（ニ）　合　　計（（イ）＋（ロ）＋（ハ））　　　一四二三万九七〇三円
（六）　原告主張の和解について
原告とＢとの間で、昭和四三年一月二五日に成立した和解は、両者間の和解時にお
ける債権・債務額等の確認や、爾後の決済条件・方法・措置等について、単に両者
間で申し合わせ取決めたに過ぎない。したがつて、右和解内容は、本件各係争年分
の所得金額の計算上の収入金額に対し、何ら遡及的に影響を及ぼすものではなく、
昭和四三年分の所得金額の計算において、その年分の課税関係に及ぼす影響を判断
し、考慮すれば足りる（所得税法五一条二項参照）。
３　本件賦課決定について
原告は、本件各係争年分において収入利息及び不動産の処分による収入等巨額な収
入を得たが、収入利息、不動産の処分等による収入については、Ｆ等二〇余件の架
空名義の預金口座を設定し、これに入金して、その収入を秘匿していた。さらに、
貸付けに伴う担保の設定及び所有権の移転に伴う登記等にあたつても、原告の妻で
あるＤ、または原告のもと使用人であるＥの名義を使用するなどして、これを仮装
隠ぺいしていた。
これらの諸行為は、いずれも、所得税を故意に免れるためにとつたもので、国税通
則法六八条二項にいう「隠ぺいまたは仮装する行為」に当ることが明らかであるか
ら、本件賦課決定は適法である。
四　被告の主張に対する原告の認否及び反論
１　被告の主張１の（一）及び（二）のうち、いずれも（１）、（１）の（イ）、
その内訳のＢ分、（３）（但し、一般経費率が一三パーセントであることは認め
る。）、（５）、（８）の金額はこれを否認し、その余の金額はこれを詔める。
２　同２の（一）の主張のうち、テラ銭については、これが不法原因給付に当り、
返還請求が認められないのであるから、これを受領した時点で実質的に経済的利益
を確定的に得るものであることは争わない。しかし、利息制限法超過利息について
は、判例により返還請求が認められているので、テラ銭とは同視し得ないものであ
り、右の返還請求権が消滅したときに初めて、経済的実質的に納税者がこれを利得
したものといえるのであつて、この時点で、課税の対象たる所得を構成するものと
解すべきである。
同２の（二）の主張は争う。
同２の（三）の前段の事実のうち、貸付金の利息計算が単利であるとの点は否認
し、その余の事実は認める。原告のＢに対する貸付けは、Ｂにおいて期日に返済が
できないため延期を申し入れるようになり、その際、従前の手形の額面金額に日歩
二〇銭の割合による利息を加算した切替手形を持参したため、結果において複利計
算となつたものである。
同２の（三）の後段の事実のうち、別表九の貸付けか被告主張の貸付方法で行なわ
れたことは認めるが、被告主張のその余の貸付けの事実は否認する。また、その回
収のため被告主張の預金口座等で手形を取立てに回したこと、これにより決済され
た手形のあることは認めるが、これは、原告がＢの使用人に現金を預けて一応手形
を決済させる形式で返済期限の延期をしたにすぎず、Ｂからの受取手形は、最終的
にすべて決済されないまま原告の手元に残つている。
同２の（四）の冒頭部分の主張は争う。
同２の（四）の（１）の事実及び主張は争う。原告とＢとの間の金銭消費貸借は、
いわゆる統一手形用紙制度が実施される以前の、文房具店で手形用紙を一般に市販
していたような時代のことであり、右両名も、手形を単なる借用証程度にしか認識
しておらず、これを第三者に譲渡した訳でもなく、不渡りを恐れるＢを心理的に追
い込み回収を容易にするため銀行に回していたにすぎないもので、このような本件
の事実関係は、被告の主張するようないわゆる手形貸付けの範疇に入らない。仮
に、これを手形貸付けと捉えるとしても、手形貸付けの本質は、金銭消費貸借契約
に異らないのであるから、被告の主張するように、手形貸付けの手形債権としての
面のみを重視し、原因関係たる金銭消費貸借としての面を無視するのは、極めて形
式的、皮相的な見方であり、原告とＢとの間の貸借関係の実体を見誤るものであ
る。原告及びＢは、ともに、これが単なる延期で貸付金は依然として残存し名目上
の利息額が増加しているに過ぎないものと考えており、現実に金銭消費貸借の元金
や利息が入金になつた等とは全く考えていないのであつて、手形の決済によりすべ



ての権利関係が消滅したということはできない。被告のいうように、手形の決済に
より原告のＢに対する貸金が回収され、制限超過利息を原告が現実に収受し、これ
によりすべての権利関係が消滅したものであるならば、原告は、爾後、返済能力に
疑問のあるＢに新たな貸付けを行なうことは考えられず、仮に新たに貸すとして
も、増担保を要求するとか、利率を上げる等の条件をつける筈である。そうでない
からこそ、手形の決済と右手形決済のための現金の授受が同日または接着した日に
行なわれ、別表九及び一〇のとおり、日時、金額が関連をもつて連なるのであつ
て、その実質は手形決済資金がないための単なる延期にすぎないことを如実に現わ
しているのである。
同２の（四）の（２）の主張は争う。国の国民に対する課税処分は、真に国民にそ
の所得がある場合にのみ許されるものであり、その実態把握においで実情を無視
し、形式面のみを捉えて課税することは実質課税の原則に反し許されない。原告
は、銀行に取立てに回つている手形を決済させるため、Ｂの使用人に現金を預けた
に過ぎず、これが新規貸付けでなく、殆どが支払期日の延期であることは、頻繁に
原告方へ出入りしていたのが新規借受の権限のないＢの使用人であつたことからも
明らかである。
同２の（四）の（３）の主張は争う。本件貸付けの延期について、旧手形にかかる
計算利息を新手形の元本に組み入れる形式が採られていたことは事実であるが、こ
れをもつて直ちにこれらがそれぞれ別個独立の貸付けであり、旧手形にかかる貸付
金が一旦完全に清算されたものと断定することはできない。右複利計算は当事者の
約定に基つくものに過ぎす、手形切替えの実体は、Ｂにおいて借金を返済できない
ことによる返済期限の延期に他ならない。
同２の（四）の（４）の主張は争う。原告がＢの使用人に交付した現金は、手形を
決済する以外に流用することかできず、したがつて、現金を預けたに過ぎない。
同２の（四）の（５）の主張は争う。利息の天引きは強行法規たる利息制限法によ
つて禁じられてわり、現実に交付した金額が貸付元本として処理されることになる
ので、天引き分は貸したことにはならず、したがつて、天引きによつて利息を現実
に収受したことになるいわれはない。もつとも、その後名目元本が支払われたとき
は、天引利息を現実に収受したことになるが、本件においては、その殆どが延期さ
れて、名目上の利息額だけが増加したあげく、和解調書くより、制限超過利息の無
効であることが確認されたのであるから、結局、天引利息を原告が収受したことに
はならない。
同２の（五）の（１）、（２）の各（イ）、（ロ）、（ハ）、（ニ）の各合計金額
は、これを否認する（個別的認否は別表三ないし一八の各「原告の認否」欄記載の
とおりである）。
同２の（六）の主張は争う。原告とＢとの間の和解は、単なる申し合わせではな
く、利息制限法に関する一連の最高裁判決に鑑み、超過利息分が利息として当然無
効となり法律上これを請求し得ないもので、客観的に収入とならないものであるた
め、原告はその無効であることを確認して和解をなしたのである。したがつて、当
該年分において収受すべき利息金額は、右和解により利息制限法内で確定したもの
である。
３　同３の事実のうち、原告が被告主張のような架空名義の預金口座を使し、か
つ、Ｄ等の名義で不動産について担保設定、移転登記等をしたことは認めるが、重
加算税額は争う。
第三　証拠（省略）
○　理由
一　請求原因１の事実は、当事者間に争いがない。
二　しかして、原告は、本件各処分は原告のＢに対する貸付金の収入利息金額の算
定に関し違法がある旨主張し、まず、被告が原告のＢに対する貸付けであるとする
別表三ないし八の各貸付けの・うち、主としで、別表九の二五口の貸付けのみが、
真実の貸付けであり、他は、同表及び別表一〇に示すとおり、当初の貸付けの期限
の延期を手形の書換えによつて行なつていたものに過ぎないこと、したがつて、現
実に弁済された一部の貸付けを除いて、元利金の弁済がなされたとはいえないこ
と、そのため、これらについては利息金の収受がなされていない旨を主張するので
ある。
そこで、まず、原告とＢとの間の貸借の実態を分析して、この点を検討することと
する。
１　原告とＢとの取引が昭和三八年一二月に始まり、その後、昭和三九年一二月一



日付で、原告の妻Ｄ及び原告のもと使用人Ｅの名義で、Ｂとの間に貸付利率を日歩
二〇銭とする融資契約が締結されたこと、以後、原告はこれに基づいて、貸付金額
に右利率による利息を加算した元利合計金を期日に返済するとの約定で、Ｂに対し
て貸付けを繰り返していたこと、その際、貸金回収の手段として、原告はその都度
Ｂから右元利合計金を手形金額とする手形を受取り、これを原告の取引銀行である
三菱銀行河原町支店に設けたＦ等架空名義の預金口座を通じて取立てに回していた
こと、右取立て手続により手形の決済されたものが存在すること、別表三ないし八
のうち、「原告の認否」の「貸付」欄に「〇」と表示する順号の貸付け（別表九に
照合するもの及び順号２２、１３０）が、それぞれ原告のＢに対する貸付けである
こと、各同表のうち、「原告の認否」の「支払手形」欄に「〇」と表示する順号の
支払手形は、同順号の「貸付年月日」欄記載の日にＢから原告に振出されたもので
あることは、いずれも当事者間に争いがない。
また、成立に争いのない乙第一号証、第二号証の二、第一五号証によると、別表三
の順号１８の支払手形金額は三二万六〇〇〇円であること、証人Ｇの証言（第一
回）及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第一六ないし第一八号証並
びに弁論の全趣旨によると、別表四、七、八のうち「原告の認否」の「支払手形」
欄に「〇（ただし書）」の表示のある順号の支払手形は、右ただし書において原告
が主張する日に振出されたものであつて、同順号の「貸付年月日」欄記載の日に振
出された別の手形を書換えたものであること（同順号に照合する別表九及び一〇参
照）、右乙第一号証、第二号証の二、第一五号証、成立に争いのない乙第二号証の
一、同号証の三ないし九、第八号証、第一〇号証の一、二、第一六号証によると、
別表三ないし六、八記載の各支払手形はいずれも原告の取引銀行を通じて取立でに
回され、すべて現実に決済されていることがそれぞれ認められ、これら認定の事実
を左右するに足る証拠はない。
２　次に、原告とＢとの取引について、原告がこれに関する立証を個別的に行なつ
ている別表九の番号（１１）のＡないしＥに関係する一連の取引を例にとつて、そ
の実態を具体的にみることとする。
前記甲第一六ないし第一八号証、証人Ｇの証言（第一回）及びこれにより真正に成
立したものと認められる甲第一五号証、原告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨並び
にこれらにより真正に成立したものと認められる甲第一三号証の一ないし七、第一
四号証の二、四ないし六を総合すると、原告はＢに対し、昭和四〇年八月三一日金
二五〇万円を貸渡し、その元利合計金を返済するために、別表九の番号（１１）の
ＡないしＥの約束手形（別表三の順号５１ないし５５の手形と同じ。以下この表示
による。）の振出を受けたこと（以上の事実は、当事者間に争いがない。）、しか
して、これらの各手形は、次のような経過をへて、それぞれ原告の取引銀行を通じ
て決済され、あるいは書換えられていつたものであることを認めることができ、こ
れを左右するに足る証拠はない。
すなわち、Ｂが経営する京都観光ホテルの経理担当従業貝であるＧは、Ｂの代理人
としで、
（一）　別表三の順号５１の支払手形の期日（休日）の翌日である昭和四〇年一〇
月一一日、別表四の順号６６の支払手形（手形金額は元本五四万円に利息一一万八
八〇〇円を加算しかもの）を持参して原告に交付し、原告から現金五四万円を受領
して、これと別に用意した四〇〇〇円とをＢの取引銀行に入金し、銀行取立てに回
つていた右順号５１の支払手形を決済し、
（二）　別表三の順号５２の支払手形の期日である同月二五日、別表四め順号６９
の支払手形（手形金額は元本五五万円に利息一二万七六〇〇円を加算したもの）を
持参して原告に交付し、原告から現金五五万円を受領して、これと別に用意した九
〇〇〇円とをＢの取引銀行に入金に、銀行取立てに回つでいた右順号５２の支払手
形を決済し、
（三）　別表三の順号５３の支払手形の期日の二日前である同年一一月一三日、別
表四の順号７３の支払手形（手形金額は元本五八万円に利息一四万五〇〇〇円を加
算したもの）を持参して原告に交付し、原告から現金五八万円を受領してこれをＢ
の取引銀行に入金し、銀行取立てに回つていた右順号５３の支払手形を決済し、
（四）　別表三の順号５４の支払手形の期日の前日である同月二四日、別表四の順
号７４の支払手形（手形金額は元本五九万円に利息一四万〇四二〇円を加算したも
の）を持参して原告に交付し、原告から現金五九万円を受領してこれをＢの取引銀
行に入金し、銀行取立てに回つていた右順号５４の支払手形を決済し、
（五）　別表三の順号５５の支払手形の期日の前日である同年一二月九日、別表四



の順号７７の支払手形（手形金額は元本六〇万円に利息一五万円を加算したもの）
を持参して原告に交付し、原告から現金六〇万円を受領して、これと別に用意した
五〇〇〇円とをＢの取引銀行に入金し、銀行取立てに回つていた右順号５５の支払
手形を決済し、
（六）　前記別表四の順号６６の支払手形の期日の前日である昭和四一年一月二六
日、別表六の順号９９の支払手形（手形金額は元本六五万円に利息一四万五六〇〇
円を加算したもの）を持参して原告に交付し、原告から現金六五万円を受領して、
これと別に用意した八八〇〇円とをＢの取引銀行に入金し、銀行取立てに回つてい
た右順号６６の支払手形を決済し、
（七）　前記別表四の順号６９の支払手形の期日の前日である同年二月一四日、別
表六の順号１０４の支払手形）手形金額は元本六七万円に利息一七万一五二〇円を
加算したもの）を持参して原告に交付し、原告から現金六七万円を受領して、これ
と別に用意した七六〇〇円とをＢの取引銀行に入金し、銀行取立回つていた右順号
６９の支払手形を決済し、
（八）　前記別表四の順号７３の支払手形の期日の前日である同年三月一四日、別
表六の順号１１６の支払手形（手形金額は元本七二万円に利息一九万五八四〇円を
加算したもの）を持参して原告に交付し、原告から現金七二万円を受領して、これ
と別に用意した五〇〇〇円とをＢの取引銀行に入金し、銀行取立てに回つていた右
順号７３の支払手形を決済し、
（九）　前記別表四の順号７４の支払手形の期日の二日前である同月二二日、別表
六の順号１１７の支払手形（手形金額は元本七三万円に利息一九万四一八〇円を加
算したもの）を持参して原告に交付し、原告から現金七三万円を受領し、これと別
に用意した四二〇円とをＢの取引銀行に入金し、銀行取立てに回つていた右順号７
の支払手形を決済し
（一〇）　表四の順号７７の支払手形の期日の前日である同年四月一一日、別表六
の順号１１８手形（形金額は元本七五万円に利息一七万八五〇〇円を加算したも）
持参して原告に交付し、原告から現金七五万円を受領してこれをＢの取引銀行に入
金し、銀行取立てに回つていた右順号７７の支払手形を決済し、
（一一）　別表六の順号９９の支払手形の期日の前日である同年五月一六日、別表
六の順号１２４の支払手形（手形金額は元本七六万円に利息一七万七八四〇円を加
算したもの）持参し原告に交付し、原告から現金七六万円を受領して、これと別に
用意した三万五六〇〇円とをＢの取引銀行に入金し、銀行取立てに回つていた右順
号９９の支払手形を決済し、
（一二）　前記別表六の順号１０４の支払手形の期日の二日前である同年六月一八
日、支払期日を同年一〇月一〇日、手形金額を九九万六三〇〇円（元本八一万円に
利息一八万六三〇〇円を加算したもの一とする支払手形を持参して原告に交付し、
原告から現金八一万円を受領して、これと別に用意した三万一五二〇円とをＢの取
引銀行に入金し、銀行取立てに回つていた右順号１０４の支払手形を決済し、
（一三）　前記別表六の順号１１６の支払手形の期日の二日前である同年七月二三
日、支払期日を同年一一月一五日、手形金額を一〇八万七六八〇円（元本八八万円
に利息二〇万七六八〇円を加算したもの）とする支払手形を持参して原告に交付
し、原告から現金八八万円を受領して、これと別に用意した三万五八四〇円とをＢ
の取引銀行に入金し、銀行取立てに回つていた右順号１１６の支払手形を決済し、
（一四）　前記別表六の順号１１７の支払手形の期日の前日である同年七月二九
日、支払期日を同年一一月二〇日、手形金額を一〇九万八二六〇円（元本八九万円
に利息二〇万八二六〇円を加算したもの）とする支払手形を持参して原告に交付
し、原告から現金八九万円を受領して、これと別に用意した三万四一八〇円とをＢ
の取引銀行に入金し、銀行取立てに回つていた右順号１１７の支払手形を決済し、
（一五）　前記別表六の順号１１８の支払手形の期日の前日である同年八月四日、
支払期日を同年一一月二五日、手形金額を一〇九万六四八〇円（元本八九万円に利
息二〇万六四八〇円を加算したもの）とする支払手形を持参して原告に交付し、原
告から現金八九万円を受領して、これと別に用意した三万八五〇〇円とをＢの取引
銀行に入金し、銀行取立てに回つていた右順号１１８の支払手形を決済し、
（一六）　前記別表六の順号１２４の支払手形の期日である同年九月五日、別表七
の順号１７６の支払手形（手形金額は元本九〇万円に利息二六万一〇〇〇円を加算
したもの）を持参して原告に交付し、原告から現金九〇万円を受領して、これと別
に用意した三万七八四〇円とをＢの取引銀行に入金し、銀行取立てに回つていた右
順号１２４の支払手形を決済し、（一七）　前記（一二）の支払手形の期日の五日



前である同年一〇月五日、別表七の順号１４６の支払手形（手形金額は元本九六万
円に利息三三万四四八〇円を加算したもの）及び現金三万六三〇〇円を持参して原
告に交付し、同月一〇日を支払期日とする右（一二）の支払手形を書換え、
（一八）　前記（一三）の支払手形の期日である同年一一月一五日、別表七の順号
１５４の支払手形（手形金額は元本一〇五万円に利息三六万五四〇〇円を加算した
もの）及び現金三万七六八〇円を持参して原告に交付し、同日を支払期日とする右
（一三）の支払手形を書換え、
（一九）　前記（一四）の支払手形の期日である同月二〇日、別表七の順号１５３
の支払手形（手形金額は元本一〇六万円に利息三六万八八八〇円を加算したもの）
及び現金三万八二六〇円を持参して原告に交付し、同日を支払期日とする右（一
四）の支払手形を書換え、
（二〇）　前記（一五）の支払手形の期日の五日前である前同日、別表七の順号１
６３の支払手形（手形金額は元本一〇六万円に利息三六万八八八〇円を加算したも
の）及び現金三万六四八〇円を持参して原告に交付し、同月二五日を支払期日とす
る右（一五）の支払手形を書換え
たこと及び右別表七の順号１７６、１４６、１５４、１５５、１６３の支払手形は
いずれも決済されずに原告の手元に残つたこと）と、以上の事実が認められる。な
お、以上の経過は、それを延期とみる点は別として、別表九、一〇の番号（１１）
のＡないしＥに整理されているとおりである。
３　そして、以上の各事実に前掲甲第一六ないし第一八号証、証人Ｇの証言（第１
一回）、原告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨及びこれにより真正に成立したも
のと認められる甲第一三号証の八、第一四号証の一、三、第二四ないし第二七号証
とを総合すると、前記２項において別表九、一〇の番号（１１）のＡないしＥに関
係して具体的にみたのと同様に、別表三ないし八の各支払手形は、いずれも別表
九、一〇に整理されているとおりの関連性（但し、それを延期とみる点はしばらく
措く。）を有しているものであること、すなわち、本件各係争年中にいずれも決済
のなされている別表三ないし六及び八の各支払手形は、別表三の順号３４、別表四
の順号７５、別表五の順号８６、８７、別表六の準号１０７ないし１０９（以上い
ずれも別表九の備考欄に弁済とあるものに照応し、当該貸付金が弁済されたことを
原告において自認するもの）及び別表三の順号２２、別表六の順号１３０（以上原
告において弁済につき争いないと解されるもの）を除き、いずれもＢにおいて新た
な期日、金額の手形（以下「新手形」という。）を交付するのと引換えに原告から
受領した現金と、一部Ｂの側で用意した現金（その数額は、別表一〇の一部返済欄
のとおり。）とをＢの取引銀行に入金して決済したもの（なお、持出銀行たる原告
の取引銀行から買戻したものも例外的に存在すると考えられる。また、決済された
側の手形を以下「旧手形」という。）であることが認められる。
４　そこで、以上のような関連性を基に、原告は、冒頭に記載したとおり、新手形
は旧手形を実質的に書換えたもののであつて、旧手形の原因たる消費貸借について
は、期限の延期がなされたものであると主張するのである。
しかしながら、以上認定のとおり、新手形の振出の際には、これと引換えに必ず原
告から現実に現金がＢ測に対して交付されているのであり、かつ、前掲甲第一三号
証の一ないし八、第一一四号証の一ないし六及び原告本八尋間の結果によれば、原
告は、右各取引を記載しておいた卓上日記に、例えば、前記２項の（一）の昭和四
〇年一〇月一一日の取引については、「清水ホテル、六五万八八〇〇円貸、利子一
一万八八〇〇円人、差引き五四万円渡し、１／２７」のように記載し（なお、清水
ホテルとはＢを意味する。一、同旨の記載は原告から提出された関連の卓上日記す
べてに認められること、そして右記載一二例中七例においては、新手形の額面額を
もつて「貸」と表示し、利息を差引いて残金を現金で交付した旨の記載になつてい
ること（なお、残りは、交付した現金額をもつで「貸」としている。）が認めら
れ、このことは、原告が新手形と引換えに現金を交付したことをもつて、新たな消
費貸借契約の成立と考えていたことをうかがわせる。他方、前掲甲第一五ないし第
一八号証、第二四ないし第二七号証及び証人Ｇの証言（第一、二回）によれば、右
各取引の際にＧから原告に対して交付され、その後も原告において保存してきた計
算書には、例えば、前記２項の（一六）の昭和五一年九月五日の取引については、
新手形の額面額中の元本額と利息計算の内訳を記載したうえで「上記の通り金員確
に受け取りました。
京都観光ホテル　Ｂ　代理Ｇ」記載して押印がなされていること、右の形式は、提
出された計算書七通（ただし、一通はＢ名義、また、甲第一七及び一八号証は一通



の計算書）に共通することが認められ、このことは、Ｂの代理人であるＧの側で
も、新手形と引換えに現金を受領したことをもつて、新たな消費貸借契約の成立と
考えていたことをうかがわせる。けだし、前記証言及び原告本人尋問の結果によれ
ば、原告とＧとの信頼関係は厚く、Ｇはしばしば原告のために預金の引出しを代行
しており、ただ単に原告から旧手形の延期手続のために即日銀行に入金する現金を
預つただけのことなら、改まつて「受取り」を出すのも不自然であり、前記のよう
にＧが必ず改まつた受取り文言を記載し、かつ、わざわざＢの代理人であることを
正確に表示して押印までしでいることは、右受取り文言が、Ｂと原告との新しい取
引の証憑であることを潜在的にせよ意識したからであると見るのが妥当である。
のみならず、前掲各証拠によれば、原告とＢとの貸借においては、手形以外に借用
証書等は作或されず、かつ、右手形によつて貸借の決済がなされていたと認められ
るのであるから、その取引形態は典型的な手形貸付に該当するものと解されるとこ
ろ、手形貸付にあつては、手形の授受と消費貸借契約の成立とは密接に関連するの
であるから、特別の事情のないかぎり、新手形とそれに見合う現金との授受があれ
ば、新規の手形貸付の成立があり、また、旧手形が決済されれば、それに伴つて、
その原因たる旧貸金債務も弁済によつて消滅したと解するのが一般である。特に、
原告の主張自体からも明らかなとおり、本件においては、少額とはいえ旧手形の決
済資金の一部はＢ自身が用立てており、旧手形は銀行を通じて正規に決済され、か
つ、複数の旧手形の決済資金が一通の新手形によつてまかなわれたり、その逆であ
つたりする事例も多いのであるから、新手形の振出は、単純な手形の書換えとは様
相を異にするものであり、そのような個々の手形関係とは別に、原告主張のような
二五口の消費貸借契約が原因関係として意識されていたと考えることは困難で、当
事者間では、現実に振出された手形を基準にして貸借関係が意識されていたとみる
べきである。
さらに、前記証言及び原告本人尋問の結果によれば、前記のように、旧手形を取立
てに回し、これを決済するために必要な資金は改めて新手形と引換えに現金で交付
するという決済方式がとられる以前においては、当事者間で、いわゆる通常の手形
書換えがなされていた時期があつたこと、しかし、原告においては、そのようなや
り万では、期日の延期が安易に流れることを嫌つて、前記のような方式に改めるに
至つたことが認められるのであつて、このように、原告が一旦わざわざ現金を用意
してこれの授受を繰り返す手間をあえて採用した趣旨は、これによつて、一回一回
の取引を各個独立のものとして、その間にけじめをつけることをねらつたものと解
されるのである。そうだとすると、新手形の振出と旧手形の現実の決済とは、法律
的にも別個のものと理解することが、かえつて、当事者の意図に合致するといえる
のである（一般の訴訟において、高利金融業者は、このような場合には必ず、新旧
両貸借を別個のものとして主張するものと思われる。）。
５　これに対し、原告は、前記のように新手形は旧手形の書換えであり、原因たる
消費貸借契約の期限が延期されたものである旨を強調し、前記証言及び本人尋問の
結果中には、右に副つた部分が存在し、前掲甲第二四号証、前記証言（第二回一に
より真正に成立したちのと認められる甲第一九及び第二〇号証中にも、「延期」あ
るいは「書換え」との記載が存在する。そして実際にも、旧手形の決済と新手形の
振出との間にはさきに認定したような密接な関連が認められるのである。しかしな
がら、前記証言及び本人尋問の結果中、いうところの延期が、Ｂにおいて弁済の資
力がないためにやむなく繰り返されていたものであるとする部分は、客硯的事実と
してはともかく、少なくとも原告の認識との関係では、昭和四一年度後半に至つて
もなお次々と原告のいう意味での新規の貸付けがなされ、かつ、前記証言（第二
回）によつて真正に成立したと認められる甲第二二号証の一ないし四によれば昭和
四二年度になつてもその六月末までにさらに合計七五六万円の新規の貸付けがなさ
れていることに照らして、到底これを採用し難く、むしろ、右のように原告のいう
新規の貸付けが次次に行なわれていることや、前記３項に認定したような取引の実
態及び前記卓上日記の記載等からすると、本件は、少なくとも原告との関係では、
Ｂにおいて弁済の能力がないために延期を続け名目上の利息が積み重なつていつた
というよりは、原告においてＢの資力に不安を持たなかつたため、Ｂの旺盛な資金
需要に応じて新規貸付けを重ねると共に、収受した利息金をも、次々に、新たな元
本として旧来の元本に加えて貸し増しを行なつていたというのが実態であるとみる
べきである。
また、前記の証言及び本人の供述においては、延期という表現が前記のような卓上
日記の記載や計算書中の文言と何らの矛盾もないものとして使われていることから



考えると、右の表現は、法律的な意味での弁済期限の延期を意味するというより
は、前記のような各取引の資金的な関連性を明らかにするため、これを日常的な用
語で表現したものに過ぎないとも解されるのであつて、直ちに、前述のような実体
法的な分析と矛盾するものとはいえない。
のみならず、原告の主張によれば、別表九の番号（２３）の五九万七〇〇〇円の貸
付けは、同表（１９）のＣ・Ｄ・Ｅの合計二四〇万三〇〇〇円の延期に合わせてな
されたものであるというのであるが、前掲甲第二七号証の計算書には、はつきり
「借入金三〇〇万円」と記載されていることと矛盾するのみならず、請求原因２の
（二）の後段の主張のように、右（１９）のＣの手形の決済後一六日、Ｄの手形の
決済後六日を置いて「延期」がなされたというに至つては、いうところの延期は、
各取引間の主観的な、かつ、資金的な関係をのみ表現するものであつて、各取引の
実体法的な分折に基づくものとは到底みなし難いことが明らかである。
なお、原告において真に手形の書換えを行なう場合には、前記２項の（一七）ない
し（二〇）の例に明らかなとおり現実に手形の書換えを行なつているのであつて、
また期限を延期する場合には、前掲甲第一四号証の四によれば、前記卓上日記にも
「延期する」として記載している例が認められるのである。
６　以上縷述したところを総合すれは、結局、本件において新手形が振出され、こ
れに見合つた現金が現実に原告からＢないしＧに交付された場合には、仮にそれが
旧手形の決済を目的とした場合であつも、法的には、これによつて新たな手形貸付
がなされたものと解さざるを得ない。そして、右のように新たな消費貸借が成立し
たとする以上、これによつて得られた資金によつて決済された旧手形の原因どなつ
ていた消費貸借は、当然、現実の弁済によつて消滅したものと解すべきである。前
記証言及び本人尋問の結果中、以上の認定に反する部分及び前掲甲第一九号証等の
記載は、これを採用し難く、他に、以上の結論を左右するに足る証拠は存しない。
ところで、利息制限法の制限を超過する利息・損害金の課税上の取扱いについて
は、すでに最高裁の判例（最高裁昭和四六年一一月九日第三小法廷利決、民集二五
巻八号一一二〇頁、外）が存在するが、当裁判所も、右判例にならつて、これを二
つの場合に分かつて取扱うべきものと考える。
すなわち、右制限超過利息が当事者間において約定の利息金として授受され、これ
を貸主において現実に収受している場合には、後に計算上それが元本に充当され、
あるいは不当利得の返還の請求を受けることによりこれを自己に保有し得ないこと
がありうるとしても、制限超過部分をも含めてその全額が、ひとまずは課税の対象
となる所得を構成するものとすべきである。これに対し、制限超過利息が未だ収受
されていない場合には、本来、利息制限法の制限を超過する利息の約定自体が法律
上無効である以上、貸主としてはただ単に借主の任意の履行を事実上期待しうるに
留るものであるから、収入実現の蓋然性があるものとはいえず、約定の利息のうち
法定の制限内の部分のみが課税の対象となるものとすべきである。
これを本件についてみるに、被告は、原告のＢからの収入利息を、当該年中に貸付
け同年中に弁済期の到来したもの（昭和四〇年分につき別表三及び昭和四一年分に
つき別表六）、当該年中に貸付け次年以降に弁済期の到来するもの（同しく別表門
及び七）及び前年中に貸付け当該年中に弁済期の到来したもの（同じく別表五及び
八）に各区分し、別表三及ひ六においては、制限超過利息についても現実に収受が
あつたものとして、当該収受利息全額を、別表四及び七においては、当該年中にお
いて制限超過利息が未収であるとして、各年中における貸付期間に応じた制限内利
息を、別表五及び八においては、制限超過利息についても現実に収受があつたもの
として、当該収受利息から前年分に収入金額として計上した金額を差し引いた金額
を、それぞれＢからの収入利息として主張している。
そして、前述したように、被告が原告のＢに対する貸付けであると主張する右別表
三ないし八の各貸付けは、いずれもこれを肯定することができ、また、別表三ない
し六及び八の各支払手形は、いずれも支払期日において決済され、これによつて原
因たる貸借について元利金の弁済がなされたのであるから、これに含まれていた利
息制限法超過の利息も、現実に収受されたことになる。
したがつて、被告が、別表三及び六についてその収受した利息金全額を当該年分に
あける収入利息としたことは相当である。また、別表四及び七については、当該年
中には利息債権の履行期が到来していないのであるが、貸金業を営む原告の場合、
継続的な会計上の処理をすることが妥当であるから、その貸付期間に応じた制限内
利息（被告は一律に年一五パーセントの利率をもつて主張するので、原告に有利と
なる。）を当該年分における収入利息とすることは相当であり（所得税基本通達三



六－八（七）本文参照）、別表五及び八についでも、現実に暇受した利息金全額か
ら前年分に収入金額として計上した金額（前年中における貸付期間に応した制限内
利息、但し、被告は、昭和四〇年分について、昭和三九年分に収入金額として計上
した金額を右制限内利息以上の金額をもつて主張するので、原告に有利となる。一
を差し引いた金額を当該年分における収入利息とすることは相当である。そして、
各表の計算内容にも誤りはないので、結局、被告が本件各係争年分におけるＢから
の収入利息として主張する金額は、いずれも相当である。
四　次に原告は、前記昭和四三年一月二五日Ｂとの間で制限超過利息の支払が無効
であることを確認する旨の裁判上の和解が成立したので、これにより本件各係争年
分において原告が収受すべき利息が制限内利息であることに確定した旨主張し、成
立に争いのない甲第二号証によれば、右に副つた事実が認められる。
しかしながら、期間税たる所得税の場合、納税義務は、歴年の終了の時において法
律の定める課税要件が充足されることによつて当然に成立する（国税通則法一五条
も、このことを前提としでいる。）のであるから、その後の課税要件の変動によつ
て、当然に、納税義務の内容に変更を生ずるものではない。もつとも、国税通則法
二三条二項は、特定の後発的事由については、これを理由として、納税申告書を提
出した者または同法二五条の決定を受けた者から減額の更正の請求をすることを認
めている。しかしながら、所得税法は、この点について同法一五二条及び五一条に
別段の定めを設けているので、国税通則法四条により、所得税に関してはこれらの
定めによるべきところ、右各条項及び所得税法施行令二七四条及び一四一条によれ
ば、同法の区分する所得中事業所得については、その所得の発生が継続的であるこ
とに鑑み、以上のような後発的事由に基づく更正の請求は認められておらず、当該
事由によつて生じた損失は、その事由の発生した日の属する年分の事業所得の金額
の計算上、必要経費に算入されるに止るものである。
これを本件においてみると、原告は、前述のように、一旦は現実に収受した制限超
過利息を引続き元本としてＢに貸し増しを行なつていたところ、制限超過利息の収
受が無効であることを主張され、裁判上の和解手続によつて、右不当利得分と残元
本の通算を余儀なくされた結果、利息制限法の範囲内でしか利得を得られないこと
となつたというのであるから、右は、まさに、所得税法五一条二項、同法施行令一
四一条三号に該当するものとして、これを和解のなされた昭和四三年分の事業所得
の計算上、必要経費に算入すべきものであり（なお、青色申告者であれば、一定の
要件下に還付をも請求しうる。）、これを理由に、本件各係争年分の所得の計算に
ついて、遡及的な減額を主張しうるものではない。なお、本件において、原告に対
する国税通則法二五条の決定がなされたのは、右和解のなされた後のことではある
が、そのことによつて、右の法理に差異の生じないことは、いうまでもない。
その他原告において、利息制限法超過の利息に対する課税上の取扱いについて主張
するところは、いずれも、前記最高裁の判例の判示に照らして主張自体理由がない
ものというべく、これを採用し難い。
五　以上によれば、原告の本件係争年分におけるＢからの収入利息は、昭和四〇年
分が五九三万六二一四円、昭和四一年分が一四二三万九七〇三円となり、その他の
収入利息及び売上については両年分とも当事者間に争いがないから、原告の収入金
額は昭和四〇年分が四八〇三万五九八六円、昭和四一年分が六〇九七万七四四七円
となる。また、売上原価については両年分とも当事者間に争いがなく、一般経費に
ついては、一般経費率が一三パーセントであることについて当事者間に争いがない
から、右収入金額に右一般経費率を乗じた昭和四〇年分六二四万四六七八円、昭和
四一年分七九二万七〇六九円となり、特別経費についでも両年分とも争いがない。
そうすると、原告の事業所得金額は、右収入金額から売上原価、一般経費、特別経
費を控除した昭和四〇年分九二五万五八〇七円、昭和四一年分三九四万六五四〇円
となり、これに当事者間に争いのない不動産所得金額、雑所得金額、譲渡所得金額
を加算したものが原告の総所得金額であり、昭和四〇年分が一〇四五万四三九七
円、昭和四一年分が五一八万一五一七円となる（別表二参照）。
したがつて、これと同額またはその範囲内の総所得金額を認定し、これに基づいて
なされた本件決定は、適法である。
六　次に、本件賦課決定についてみるに、被告の主張３の重加算税を生ずべき事実
については当事者間に争いがなく、右事実は国税通則法六八条一項に該当する。
しかして、前述のように本件決定は適法であるから、これに定める税額に基づいて
算出された本件賦課決定もまた適法である。
七　以上の次第で、原告の本訴請求はいずれも理由がないからこれを棄却すること



とし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して主
文のとおり判決する。
（裁判官　田坂友男　小田耕治　森高重久）


